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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第74期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第73期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 12,208 64,513

経常利益 (百万円) 533 5,569

四半期(当期)純利益 (百万円) 563 3,585

純資産額 (百万円) 61,799 61,326

総資産額 (百万円) 91,510 85,036

１株当たり純資産額 (円) 935.79 911.28

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 8.52 50.27

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 8.36 49.32

自己資本比率 (％) 67.5 72.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 856 △1,103

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,000 △0

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,032 △2,162

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 8,676 7,420

従業員数 (名) 1,681 1,610

(注)　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）において営まれている事業

の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 1,681

(注) 従業員数は就業人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 846
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門の名称 生産高(百万円)

プレス機械 10,504

サービス ―

その他 ―

合計 10,504

(注) １　金額は、販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門の名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

プレス機械 18,009 53,175

サービス 2,453 ―

その他 70 ―

合計 20,534 53,175

(注) 　上記の金額には、消費税等は含まれてはおりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門の名称 販売高(百万円)

プレス機械 9,684

サービス 2,453

その他 70

合計 12,208

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　売上割合が10％以上の主要な販売先がありませんので、相手先別の記載を省略しております。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

（１）経営成績の分析

　当第１四半期連結会計期間における経済環境は、原油価格・原材料価格の高騰、米国景気の減速、世界

的な株式市場の低迷などが続き、国内における民間設備投資も弱含みの状況で推移いたしました。

　鍛圧機械製造業界におきましては主たる需要業界である自動車業界の設備投資が減速傾向を辿る中、

鋼材等原材料価格の高騰も相次ぐなど厳しい状況で推移いたしました。

　このような環境下、当社グループの第１四半期連結累計期間の売上高は対前年同期比0.2％減の

12,208百万円となりました。利益面におきましては、原材料価格の高騰及び販売機種構成において中大

型機の割合が増加したことに伴う原価率の悪化等により営業利益は408百万円（対前年同期比65.7％

減）、経常利益は533百万円（同51.4％減）、四半期純利益は563百万円（同19.1％減）となりました。

 

①　当社グループは、主に鍛圧機械とこれに付帯する装置等を製造・販売しておりますが、当第１四半

期連結会計期間については、全セグメントの売上高の合計、営業利益に占めるそれらの事業区分の

割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

事業部門別売上高は、プレス機械部門が9,684百万円、サービス部門が2,453百万円、その他部門が

70百万円となっております。

②　所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。

日　本： 　中大型機の引渡しが増加したことにより、売上高は9,837百万円（対前年同期比1.8%
増）となりましたが、販売機種構成の変化で原価率が悪化したこと等から営業利益は
342百万円（同63.2%減）となりました。
 

アジア： 　売上高は2,184百万円（対前年同期比1.3%減）となりましたが、原材料価格の高騰等
により原価率が悪化し営業利益は173百万円（同47.1減）となりました。
 

米　州： 　日系自動車関連業界向けの大型機械引渡し増加等により、売上高は2,051百万円（対
前年同期比55.2%増）となり、その増収効果で営業利益は17百万円（前年同期は94百
万円の営業損失）となりました。
 

欧　州： 　欧州ローカルユーザー向け及び日系ユーザー向け何れも製品引渡しが減少し、売上
高は1,476百万円（対前年同期比23.7%減）となり、減収影響等により営業損失は103
百万円（同584.2%増）となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産）

　総資産は前連結会計年度末と比べて6,473百万円増加し、91,510百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度末と比べて6,389百万円増加の57,269百万円となりました。これは、受注

残高の増加に伴いたな卸資産が5,109百万円増加したこと等によります。

　固定資産は、前連結会計年度末と比べて83百万円増加の34,240百万円となりました。有形固定資産が

機械装置及び運搬具の増加等により411百万円増加しましたが、投資その他の資産が353百万円減少し

ました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末と比べて5,665百万円増加の28,829百万円となりました。これは、受注

残高の増加に伴い前受金が5,175百万円増加したこと等によります。

　固定負債は、前連結会計年度末と比べて334百万円増加の880百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末と比べて472百万円増加の61,799百万円となりました。これは、為替

換算調整勘定が増加したこと等によります。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,255百万円

増加し、8,676百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られた資金は、856百万円となりました。たな卸資産の増加による支出もありま

したが、売上債権の減少（前受金の増加）したこと等によります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、得られた資金は1,000百万円となりました。収入の主な内訳は投資有価証券の売却

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は1,032百万円となりました。支出の主な内訳は配当金の支払及び自

己株式の取得であります。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

　

（５）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費の総額は279百万円であります。な

お、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に異動はありません。

　

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　前連結会計年度末に計画中であった設備の新設のうち、提出会社の津久井事業所のプレス機械生産

設備の増設330百万円につきましては、平成20年６月に完了いたしました。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はあり

ません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 188,149,000

計 188,149,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 79,147,32179,147,321
東京証券取引所
市場第一部

―

計 79,147,32179,147,321― ―

(注)　「提出日現在の発行数」には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までに新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

平成14年６月27日定時株主総会決議に基づく平成15年３月24日取締役会決議

第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) (注)１  　  48  　 　  

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）    10

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)    48,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 　　　　　　304

新株予約権の行使期間
自　平成16年７月１日
至　平成24年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格
及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　　　 304
資本組入額　　　　　　 152

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできない
ものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

　

　

平成15年６月27日定時株主総会決議に基づく平成16年１月29日取締役会決議

第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) (注)１　　 149         　　　　　　　　　　　　　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 149,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 　　　　　　388

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月１日
至　平成25年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格
及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　　　 388
資本組入額　　　　　　 194

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできない
ものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
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平成16年６月29日定時株主総会決議に基づく平成17年２月10日取締役会決議

第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) (注)１　 528        　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 5

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 528,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 　　　　　　563

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日
至　平成26年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格
及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　　　 563
資本組入額　　　　　　 282

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできな
いものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
　

　

平成17年６月29日定時株主総会決議に基づく平成17年９月30日取締役会決議

第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) (注)１　　 918       　　　　　　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）    28

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)  918,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 　　　　　　725

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月１日
至　平成27年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　　　 725
資本組入額　　　　　 　363

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないも
のとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
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②会社法第236条第１項、第238条第１項及び第２項並びに第240条第１項の規定に基づく新株予約権

平成19年６月28日定時株主総会決議に基づく平成19年９月10日取締役会決議

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 　　　　 22       　　　　　　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)１　 22,000       　　　　　　

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 　　　   　1

新株予約権の行使期間
自　平成19年９月27日
至　平成49年９月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

(注)２  発行価格　 　 655
　　    資本組入額  　328

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）５

(注) １　募集新株予約権の目的である株式の種類及び数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、募集新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が、当社普通株式につき、株式分

割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合に

は、付与株式数を次の算式により調整する。

　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生

日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会に

おいて承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分

割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌

日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理

的な範囲で付与株式数を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約

権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知する。ただし、

当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。

 

２　募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ

を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(１)記載の資

本金等増加限度額から上記(１)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

３　募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から10日

間に限って募集新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合（ただし、②については、（注）４に
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従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期

間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が平成48年9月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

　　平成48年9月27日から平成49年9月26日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転

計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決

議がなされた場合）

　　当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも

のとする。

 

４　組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分

割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株

式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する募集新株予約権（以下、

「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項

第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を交付することと

する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記

(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使す

ることができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）２に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

（注）５に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

 

５　募集新株予約権の取得条項

　以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が

不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株

予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する

こと若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年６月30日 ― 79,147 ― 7,831 ― 12,425

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式）

普通株式

11,866,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

66,531,000
66,531 ―

単元未満株式
普通株式

750,321
― ―

発行済株式総数 79,147,321― ―

総株主の議決権 ― 66,531 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式37株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式）
アイダエンジニアリング
㈱

神奈川県相模原市
　　　　大山町２番10号

11,866,000 ― 11,866,00014.99

計 ― 11,866,000 ― 11,866,00014.99

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 689 675 603

最低(円) 620 562 507

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人により四半期レビュー

を受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,676 7,251

受取手形及び売掛金 13,306 14,257

有価証券 － 169

製品 3,560 2,230

原材料 2,433 2,006

仕掛品 23,885 20,522

繰延税金資産 1,480 1,417

その他 4,052 3,152

貸倒引当金 △126 △128

流動資産合計 57,269 50,880

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 10,000

※
 10,068

機械装置及び運搬具（純額） ※
 6,181

※
 5,853

土地 5,030 4,906

建設仮勘定 262 234

その他（純額） ※
 646

※
 648

有形固定資産合計 22,122 21,711

無形固定資産 1,093 1,067

投資その他の資産

投資有価証券 8,474 8,821

役員に対する保険積立金 － 1,057

保険積立金 2,058 －

繰延税金資産 69 27

その他 473 1,521

貸倒引当金 △51 △50

投資その他の資産合計 11,024 11,377

固定資産合計 34,240 34,156

資産合計 91,510 85,036
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,238 6,181

短期借入金 2,200 1,500

未払金 3,159 3,601

未払法人税等 466 936

前受金 12,286 7,111

製品保証引当金 1,523 1,546

賞与引当金 1,082 642

役員賞与引当金 56 51

その他 1,815 1,593

流動負債合計 28,829 23,164

固定負債

長期未払金 281 281

繰延税金負債 437 27

退職給付引当金 162 237

固定負債合計 880 546

負債合計 29,710 23,710

純資産の部

株主資本

資本金 7,831 7,831

資本剰余金 12,992 12,992

利益剰余金 45,477 45,731

自己株式 △7,082 △6,260

株主資本合計 59,218 60,293

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,380 903

繰延ヘッジ損益 － 4

為替換算調整勘定 1,186 111

評価・換算差額等合計 2,566 1,018

新株予約権 14 14

純資産合計 61,799 61,326

負債純資産合計 91,510 85,036
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 12,208

売上原価 9,475

売上総利益 2,733

販売費及び一般管理費 ※
 2,325

営業利益 408

営業外収益

受取利息 34

受取配当金 88

その他 62

営業外収益合計 185

営業外費用

支払利息 16

その他 44

営業外費用合計 60

経常利益 533

特別利益

投資有価証券売却益 346

その他 1

特別利益合計 347

税金等調整前四半期純利益 880

法人税、住民税及び事業税 285

法人税等調整額 31

法人税等合計 316

四半期純利益 563
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 880

減価償却費 642

有価証券売却損益（△は益） △346

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

賞与引当金の増減額（△は減少） 438

製品保証引当金の増減額（△は減少） △46

退職給付引当金の増減額（△は減少） △85

受取利息及び受取配当金 △123

支払利息 16

売上債権の増減額（△は増加） 6,020

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,373

仕入債務の増減額（△は減少） △1,458

その他の資産の増減額（△は増加） △389

その他の負債の増減額（△は減少） 91

その他 208

小計 1,466

利息及び配当金の受取額 147

利息の支払額 △12

法人税等の支払額 △745

営業活動によるキャッシュ・フロー 856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △455

有形固定資産の売却による収入 2

投資有価証券の売却による収入 1,453

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,200

短期借入金の返済による支出 △1,500

自己株式の取得による支出 △821

配当金の支払額 △910

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,245

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 10

現金及び現金同等物の期首残高 7,420

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 8,676
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　連結の範囲の変更

連結子会社の数　　16社

当第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、アイダスタンピングテクノロ

ジー（インド）PVT. LTD.を連結の範囲に含めております。

 

２　会計処理の原則及び手続の変更

(1)たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　棚卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが当第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日

　企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として原価法（収益性低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。

　なお、当該変更による損益に与える影響はありません。

(2)四半期連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会

計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間か

ら適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　なお、当該変更による損益に与える影響は軽微であります。

 

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略しておりま

す。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ

簿価切下げを行う簡便法によっております。

２　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性について、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

 

※　有形固定資産の減価償却累計額　　28,559百万円

 

※　有形固定資産の減価償却累計額　　27,792百万円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

費目 金額（百万円）

給料及び手当 715

賞与引当金繰入額 131

福利厚生費 158

旅費交通費 124

減価償却費 161

技術研究費 173

報酬謝礼費 101

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 8,676百万円

現金及び現金同等物 8,676百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 79,147,321

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,122,532

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

提出会社 普通株式
1,622,000
（43,000)

14

合計
1,622,000
(43,000)

14

(注)自己新株予約権については、（外書き）により表示しております。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,009 15.00平成20年３月31日 平成20年６月27日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

アイダエンジニアリング株式会社(E01545)

四半期報告書

22/28



(リース取引関係)

　

　当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が見られないため、記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

　

　当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変

動がありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

　

　当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末日の契約金額等は、前連結会計年度末と比較して著しい

変動がありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

　

　当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
　　当社及び連結子会社は、主に鍛圧機械とこれに付帯する装置等を製造・販売しており、当第１四半期連結累計期間

については、全セグメントの売上高の合計、営業利益に占めるそれらの事業区分の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
　

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

　　売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

7,433 2,054 1,853 867 12,208 ― 12,208

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,403 129 198 609 3,340(3,340) ―

計 9,837 2,184 2,051 1,47615,549(3,340)12,208

　　営業利益又は
　　営業損失(△)

342 173 17 △ 103 429 (20) 408

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) アジア ……… 中国・香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、インド、韓国

　(2) 米州　 ……… 米国、カナダ、ブラジル

　(3) 欧州　 ……… イタリア、ドイツ、イギリス、フランス、チェコ

　

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

アジア 米州 欧州
その他の
地域

計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,243 3,004 1,311 0 6,560

Ⅱ　連結売上高(百万円) 12,208

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

18.4 24.6 10.7 0.0 53.7

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) アジア …………… 中国、タイ、インド、インドネシア、マレーシア

　(2) 米州　 …………… 米国、カナダ、メキシコ、ブラジル

　(3) 欧州　 …………… イタリア、チェコ、ポーランド、イギリス、トルコ、ロシア

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

　

(企業結合等関係)

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

935.79円 911.28円

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 61,799 61,326

普通株式に係る純資産額(百万円) 61,785 61,312

差額の主な内訳(百万円)

　新株予約権 14 14

普通株式の発行済株式数(千株) 79,147 79,147

普通株式の自己株式数(千株) 13,122 11,866

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

66,024 67,281

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 8.52円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 8.36円

　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 563

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 563

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 66,216

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
(百万円)

―

四半期純利益調整額(百万円) ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)
　新株予約権
　　　　　　　　　　　　普通株式 1,193

普通株式増加数(千株) 1,193

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月８日

アイダエンジニアリング株式会社

取締役会　御中

　

あ ら た 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　小　　澤　　元　　秀　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　加　　藤　　達　　也　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアイ

ダエンジニアリング株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連

結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結

貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アイダエンジニアリング株式会社及び連結子

会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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